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Ⅲ 平成２１年度教育関係施策・事業の点検評価結果                       

第３次狭山市総合振興計画中期基本計画（以下「中期基本計画」という。）に掲

げた教育関係施策の平成２１年度末における進捗状況ととりくみ目標の評価、並

びに平成２１年度教育行政重点施策に掲げた事業のうち主なものの平成２１年度

末における進捗状況と評価は、次のとおりです。 

なお、枠で囲ってある中期基本計画のとりくみ目標の評価の具体的内容、及び 

★印の付いている教育行政重点施策の主な事業の評価の具体的内容については、 

別添の「点検評価表」を参照してください。とりくみ目標の整理番号はＬ１～ 

Ｌ８、★印の主な事業の整理番号は、１～３３です。 

 

１ 生涯学習の振興 

 (1) 生涯学習の推進 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 生涯学習の情報環境の充実 

教育に関する情報を広く市民に提供するため、教育委員会ホームページや

広報紙を活用するとともに、教育要覧を作成した。 

       また、生涯学習団体の情報を掲載した冊子「さやま学びの仲間たち（平成

２１年度版）」を作成し、公民館等の公共施設で、市民が自由に閲覧できるよ

うにした。 

 ［重点施策への位置づけ事業］ 

＊教育委員会ホームページの充実と教育要覧の作成 

    ★生涯学習情報発信事業（整理番号１） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：３ 今後：継続 

 

   イ 生涯学習の機会や場の拡充 

  《社会教育課》 

埼玉県が開催県となって行われた全国生涯学習フェスティバル「まなびピ

ア埼玉２００９」に「さやま大茶会」などの事業で参加した。 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－１） 

  生涯学習基本計画重点プロジェクトの実施率 

   現状値（平成１７年度）       

   目標値（平成２２年度）    １００％ 

   平成２１年度末の達成状況    ３９％ 

（達成状況とその評価） 

  ４つの重点プロジェクトに掲げられている２８の事業の

うち、１１の事業を実施した。今後も、目標値の達成に向け、

計画的・継続的に事業を進めていく必要がある。 
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また、狭山シニア・コミュニティ・カレッジ事業は、ＮＰＯ法人狭山市の

高齢社会を考える会に委託し、８学科１５コース（１５クラス）を開設、

３０７名が受講し２９７名が修了した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★狭山シニア・コミュニティ・カレッジ事業（整理番号２） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：内容の見直し 

★大学等との連携事業（整理番号３） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：３ 今後：継続 

  

  《公民館》 

地域における生涯学習の拠点として、地域の課題や環境、人権、高齢化、

少子化などの現代的課題をテーマとした事業に取り組むとともに、公民館で

学習した成果をいかに地域で活かすかをテーマに公民館セミナーを開催した。 

    また、狭山台公民館の屋上防水工事及び外壁改修工事を実施するなど、公

民館施設の改修を計画的に進めた。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★公民館主催事業（整理番号４） 

      ⇒必要性：４、有効性：３、効率性：３ 今後：内容の見直し 

★公民館運営事業（整理番号５） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：内容の見直し 

★公民館講座等運営事業（整理番号６） 

  ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

＊団塊の世代を対象とした講座の開催 

＊地域の教育施設と連携した公民館事業の推進 

＊地域における伝統文化の継承と促進 

＊公民館の耐震化の推進 

＊公民館備品の充実 

★公民館改修整備事業（整理番号７） 

      ⇒必要性：５、有効性：５、効率性：４ 今後：継続 

 

《図書館》 

   市民の多様なニーズに対応できる魅力ある図書館を目指すため、図書貸出

冊数の見直し、視聴覚資料の予約サービス、狭山台図書館の祝日開館を実施

したほか、図書資料やレファレンスサービスの充実を図った。 

また、学校への出前事業等により、児童生徒に図書館の利用案内や読書の

楽しさを啓発した。さらに、図書館ボランティアの育成を推進した。 

 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★図書館管理運営事業（整理番号８） 
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      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

     ・利用者サービスの充実 

     ＊レファレンスサービスの推進 

     ＊祝日開館の実施 

＊「子ども読書活動推進計画」策定に向けての取組 

＊公共図書館と学校図書館との連携協力 

＊図書館ボランティア活動の推進  

     ＊蔵書管理の充実 

      

《博物館》 

    企画展示については、狭山市の独自性を活かすなどして、年３回の展示を 

行った。また、「ものづくり」に視点を置いた体験学習の充実を図ることがで

きた。近隣の博物館には見られない講座ということで、受講者からは評価さ

れた。さらに、学校教育との連携を密にしながら、小中学生が楽しめる企画

展や体験学習を開催するなどして、博学連携のより一層の推進に取り組むと

ともに、博物館ボランティアの活用を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★博物館管理運営事業（整理番号９） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：内容の見直し 

★博物館企画展事業（整理番号１０） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

     ＊常設展示・企画展示の充実 

     ＊郷土資料の収集と調査研究 

     ＊学習機会の拡充 

     ＊博学連携のための体制づくりと取り組み 

＊博物館ボランティア活動の充実 

 

   ウ 生涯学習の成果の評価と活用 

    平成１９年４月に開設した「学校支援ボランティアセンター」では、小学

校１７校、中学校９校にボランティア２４２名を派遣し、学校の授業等への

支援を行った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★学校支援ボランティアセンター事業（整理番号１１） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

     ＊生涯学習ボランティアの資質向上と育成 

＊学校支援ボランティアの育成と学校支援組織の充実 
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 (2) スポーツ・レクリエーション活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   ア スポーツ・レクリエーション活動の機会の拡充 

     様々なスポーツ教室等を開催し、市民がスポーツに接する機会の拡充を図

った。また、生涯スポーツの振興を支えるスポーツボランティアの登録と派

遣を促進し、スポーツ・レクリエーション活動のより一層の充実を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★スポーツ教室等開催事業（整理番号１２） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

    ★スポーツボランティア制度運営事業（整理番号１３） 

      ⇒必要性：４、有効性：３、効率性：３ 今後：継続 

 

   イ スポーツ・レクリエーション団体の活動の促進 

    体育協会をはじめとする各種スポーツ・レクリエーション団体に対して、

補助金を交付するなどして、団体活動の活性化を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★スポーツ・レクリエーション団体の育成・支援事業（整理番号１４） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

 

  ウ スポーツ・レクリエーション施設の整備と有効活用の促進 

    地域スポーツ施設の運営について、指定管理者制度を導入し、施設の効率

的な運営と利用者サービスの向上を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

 ★市民総合体育館管理運営事業（整理番号１５） 

      ⇒必要性：４、有効性：５、効率性：５ 今後：継続 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－２） 

  スポーツ施設を利用した人数 

   現状値（平成１７年度）   ５７９，５２８人／年 

   目標値（平成２２年度）   ６２２，０００人／年 

   平成２１年度末の達成状況  ８１３，１０９人／年 

（達成状況とその評価） 

  施設の利用人数の増加に加え、新たな施設の開設等により、

目標値は達成しているが、今後も、市民ニーズを的確に把握

し、スポーツ教室等を開催するとともに、スポーツ・レクリ

エーション団体のより一層の活性化を図り、市民のスポー

ツ・レクリエーション活動の裾野の拡大を図っていく必要が

ある。 
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 ★武道館管理運営事業（整理番号１６） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：２ 今後：継続 

    ＊スポーツ・レクリエーション施設の整備の検討 

    ＊スポーツ・レクリエーション施設の有効活用 

 

  エ 企業や大学との連携の促進 

市内の企業や大学等が所有する体育施設と人材を活用するため、企業及び

学校との連携方策について検討した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊民間施設等の活用 

 

   オ スポーツ振興基本計画の策定 

    市民のスポーツ振興のための取組みの方向性とこれを具現化するための施

策を明らかにし、その推進を通じて、生涯にわたりスポーツに親しむことの

できる豊かなスポーツライフの実現を目指し、狭山市スポーツ振興基本計画

を策定した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊スポーツ振興基本計画の策定 

 

２ 次世代教育の充実 

 (1) 教育内容の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 特色ある学校づくりの推進 

知・徳・体のバランスのとれた、たくましく心豊かな児童生徒を育てるた

め、基礎基本の定着の徹底、規律ある態度の育成、体力向上等への取り組み

を、計画的かつ継続的に推進した。 

また、次世代を担う児童生徒を、創造性に富み、たくましく心豊かに育て

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－３） 

  各学校における非常勤講師などの配置人数 

   現状値（平成１７年度）    ６４人 

   目標値（平成２２年度）    ７２人 

   平成２１年度末の達成状況   ７５人 

（達成状況とその評価） 

  平成２１年度末では、目標を達成している。今後は、特別

支援教育支援員の内の１部を勤務時間を変更し配置する。派

遣非常勤講師の一部も勤務時間の変更をして配置する予定

である。 
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るとともに、自ら学び、自ら考える能力など、自主性・主体性をもった「生

きる力」の育成に努めた。さらに、わくわく非常勤講師、アシスタントティ

ーチャー等の配置や、ＳＳＶＣの活用により、より一層の教育内容の充実を

図った。 

また、小中連携教育、キャリア教育、環境教育、食育指導、読書活動等に

も力を注いだ。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★外国語早期教育推進事業（整理番号１７） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：５ 今後：継続 

    ★中学校社会体験チャレンジ事業（整理番号１８） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

★非常勤講師配置事業（整理番号１９） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

＊道徳教育の推進 

＊「安全・安心」の教育の推進 

＊小・中学校連携教育モデル校の研究推進 

＊読書活動の充実 

＊環境教育の推進 

＊体験活動の充実 

＊体験的な国際理解教育の推進 

＊英語活動英語教育の充実 

＊「家族の在り方」を意識した学校と家庭との連携 

＊食に関する指導の充実 

＊食物アレルギー対応食の配食 

＊学校と連携した地球温暖化対策事業 

＊文化スポーツ活動支援事業 

 

   イ 特別支援教育の充実 

特別に支援を必要とする児童生徒や障害のある児童生徒に介助員を配置し

たり、非常勤講師を派遣するなど、一人ひとりの教育的ニーズに応じて、き

め細かい支援を行った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

＊特別な教育的ニーズに応じた適切な教育の推進 

 

   ウ 幼児教育の充実 

    幼児一人ひとりの個性を生かしながら、基礎的な生活習慣や態度及び豊か

な心情や思考力を養うため、保育所、小・中学校、家庭、地域と連携して、

教育内容の充実を図った。また、家庭における子育ての支援の充実を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 
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    ★幼稚園教育充実事業（整理番号２０） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

 

   エ 教職員の資質の向上 

    教職員の資質や能力の向上を図るため、教科に関する研修会、教育相談研

修会、特別支援教育研修会、ＩＣＴの有効活用を図るための情報教育研修会、

英語教育（英語活動）研修会などを実施した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

       ＊研修事業の充実 

    ＊調査研究の充実 

 

オ 教育相談・教育支援体制の充実 

不登校、いじめ、非行などで悩む児童生徒や保護者への対応のため、各中

学校区に、さやまっ子相談員及びさやまっ子相談支援員を配置し、教育相談

体制の充実を図った。 

    また、奨学金制度について、必要な時期に制度を利用できるよう、事務手

続きを改め、大学等への就学支援の充実を図った。 

さらに、私立幼稚園の就園助成を通じて、保護者の経済的負担の軽減を図

った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

★教育相談事業（いじめ・不登校対策事業）（整理番号２１） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

     ★奨学金貸与事業（整理番号２２） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

★私立幼稚園就園奨励費補助事業（整理番号２３） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続
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 (2) 教育環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 安全な教育環境の確保 

     経年劣化のみられる小・中学校のプール本体の塗装塗替えと濾過装置の改

修を行い、教育環境の整備を図った。 

 

   イ 教育施設の充実 

児童生徒の安全確保と教育環境の充実を図るため、体育館屋根や消防用 

設備の改修等を計画的に実施した。また、校舎の耐震性を確保するため、

西中学校、入間川中学校の耐震補強工事を実施した。さらに、快適な教育

環境を確保するため、南小学校及び狭山台南小学校の除湿温度保持（冷暖

房）工事を実施した。 

     また、第一学校給食センター更新事業をＰＦＩ事業として推進し、平成

２１年９月より小学校１０校、中学校５校を対象に給食の提供を行うとと

もに、第一学校給食センター敷地の財産処分に向け、解体設計を実施した。 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－４） 

 ○校舎などの耐震化率 

   現状値（平成１７年度）    ４７．７％ 

   目標値（平成２２年度）    ７１．７％ 

   平成２１年度末の達成状況   ６１．６％ 

（達成状況とその評価） 

  校舎の耐震補強は、国の「安全・安心な学校づくり交

付金」を活用し、予定どおりの進捗が図られた。平成  

２４年度には完了する計画である。平成２３年度から体

育館の耐震補強に着手し、平成２７年度に完了する計画

である。 

   

 ○空調設備の改修率 

   現状値（平成１７年度）    ２９．６％ 

   目標値（平成２２年度）    ５５．６％ 

   平成２１年度末の達成状況   ５１．９％ 

（達成状況とその評価） 

  空調設備の改修は、国の「教育施設等騒音防止対策事

業補助金」を活用し、予定どおりの進捗が図られた。平

成２２年度以降も計画的に実施し、早期の完了をめざし

ていく。 
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   ［重点施策への位置づけ事業］ 

★校舎耐震補強事業（整理番号２４） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

    ★校舎空調設備改修事業（整理番号２５） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：３ 今後：継続 

 ★校舎等改修事業（整理番号２６） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

    ★学校給食施設更新事業（整理番号２７） 

      ⇒必要性：５、有効性：５、効率性：４ 今後：完了 

＊教育情報ネットワーク整備事業の推進 

    ＊幼稚園施設の耐震化の推進 

 

ウ 学校等の規模の適正化 

    「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」に沿って、

狭山台地区及び入曽地区に各児童の保護者の代表、自治会長、小学校校長等

で組織する統廃合協議会を設置し検討協議を行った。 

    狭山台地区では、平成２２年４月に新設した「狭山台小学校」の環境整備

及び開設準備について、協議会での協議を経て進めた。また、入曽地区では、

協議会の合意を基に、統廃合計画に関する提言を受け、市としての統廃合計

画を策定するとともに、学校設置条例を改正した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★学校統廃合事業（整理番号２８） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 
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 (3) 地域に根ざした教育の推進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  地域に開かれた学校づくりの推進 

学校評議員制度や地域との交流事業を通じて、地域との関わりを深め、地

域に開かれた学校づくりを進めた。また、学校公開日（「さやまっ子教育の日」）

や学校評議員制度の充実により、学校が中心となった地域コミュニティーの

活性化を図るとともに、外部評価を実施した。 

さらに、学校ホームページの公開内容を毎月定期的に更新するなど、公開

内容の充実を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊学校の公開と評価 

＊学校ホームページの公開  

＊学校応援団推進組織の充実 

 

   イ  家庭や地域の教育力の向上 

家庭における教育力の向上を図るため、幼稚園の保護者会や小・中学校の

ＰＴＡに家庭教育学級の実施を委託した。また、新入学児童の保護者を対象

に、就学時健康診断等の機会を活用して、すこやか子育て講座を開催すると

ともに、ＰＴＡ連合会との共催で家庭教育合同研修会を開催した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★家庭教育支援事業（整理番号２９） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

＊あいさつ運動の推進 

＊食育の普及啓発 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－５） 

  学校の教育活動に対する保護者・地域住民の協力者数 

  現状値（平成１７年度）   小中学校 ５，３０７人／年 

目標値（平成２２年度）   小中学校 ８，０００人／年 

平成２１年度末の達成状況  小中学校 ３，２２８人／年 

（達成状況とその評価） 

  平成２１年度では、小中学校において３，２２８人のボラン

ティアの協力がえられ、目標の４０．４％となっている。 

  今後も、引き続き、埼玉県の学校応援団推進事業の活用によ

り、小中学校全校にコーディネーターを配置するなどして、ボ

ランティアによる学校支援の体制を充実し、学校支援の拡大を

図っていく必要がある。 
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＊家庭・学校・地域と連携した事業の推進 

＊子育て支援事業の推進 

＊家庭の課題（悩み）解決支援 

 

 (4) 青少年の健全育成 

   ア  健全育成活動の充実 

放課後や週末に、スポーツや文化活動をはじめ、地域の大人と子どもとの

交流を通じて、子どもの健全育成を図るため、地域子ども教室を１１箇所

で実施した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★地域子ども教室推進事業（整理番号３０） 

      ⇒必要性：５、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

    ＊子どもの居場所づくりへの支援協力 

 

３ 人権尊重と平和意識の高揚 

 (1) 人権尊重意識の高揚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ア 啓発活動の推進 

     市長部局との共催により、人権問題講演会を開催し、市民の人権尊重意識

の高揚を図った。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊人権問題講演会の開催  

 

   イ 人権教育の推進 

    小中学校において、同和問題をはじめとする人権問題に対する児童生徒の

理解を深めるため、あらゆる教育活動のなかで、人権感覚を養う人権教育を

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－６） 

  人権講座などへの参加者数 

   現状値（平成１７年度）    ３，２８６人／年 

   目標値（平成２２年度）    ３，８５０人／年  

   平成２１年度末の達成状況   ３，４１３人／年 

（達成状況とその評価） 

  目標値には届かなかったが、各種の研修会等を開催し多く

の人の参加を得た。今後も、人権尊重意識の高揚に向けて、

計画的・継続的な事業の展開が必要であり、より多くの人に

参加いただけるよう研修会等の工夫を図っていく必要があ

る。 



 - 18 - 

推進した。 

    また、公民館等において、人権に関する講座を開催するとともに、ＰＴＡ 

に対して、人権教育学級の開催を委託するなどして、様々な人権問題に対す

る理解の醸成を図った。 

       さらに、富士見集会所においては、人権教育の拠点施設として、人権教育

に関する各種事業を実施した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊人権を尊重する教育の推進 

＊学校同和教育の推進 

★人権教育推進事業（整理番号３１） 

      ⇒必要性：５、有効性：５、効率性：４ 今後：継続 

     ＊社会教育における人権教育の推進 

     ＊人権教育指導者養成事業の充実 

     ＊富士見集会所における施設管理と人権教育事業の充実 

 

 (2) 平和意識の高揚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   ア  平和意識の高揚  

平和に対する市民の意識の高揚を図るため、平和祈念講演会や平和教育講

演会を開催した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ＊平和祈念講演会等の開催 

 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－７） 

  平和意識高揚の事業件数 

   現状値（平成１７年度）    ３件／年 

   目標値（平成２２年度）    ８件／年   

   平成２１年度末の達成状況   ７件／年 

（達成状況とその評価） 

  事業件数は、市長部局の事業も含めて７件にとどまってい

る。今後は、市長部局とも連携し平和事業の充実と拡大を図

るとともに、公民館との連携・協力を強化し、平和意識の高

揚を図っていく必要がある。 
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４ 文化の振興と国際交流の推進 

 (1) 創造性豊かな文化の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 文化活動の促進 

    市民による地域文化の振興を図るため、公民館等において、市民文化祭を

はじめとする様々な文化事業を実施するとともに、文化団体の事業実施を支

援した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

    ★文化活動支援事業（整理番号３２） 

     ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：３ 今後：内容の見直し 

 

   イ 文化財の保存・継承と公開 

    貴重な文化財を後世に継承するため、文化財の保存管理に取り組むととも

に、新たな指定の候補となる文化財の調査研究を行った。 

民俗芸能については、継承に取り組む団体の活動を支援した。また、発掘

調査により出土した埋蔵文化財を整理保存して、公開に努めるとともに、埋

蔵文化財調査報告書を作成した。 

［重点施策への位置づけ事業］ 

 ★指定文化財管理事業（整理番号３３） 

      ⇒必要性：４、有効性：４、効率性：４ 今後：継続 

    ＊市指定文化財の保存管理と新指定文化財の調査 

    ＊埋蔵文化財の調査・整理・保存・公開 

    ＊民俗芸能伝承事業の促進 

 

  

 

中期基本計画における「とりくみ目標」（整理番号Ｌ－８） 

  文化活動の促進に係る事業件数 

   現状値（平成１７年度）    １８８件／年 

   目標値（平成２２年度）    ２４８件／年   

   平成２１年度末の達成状況   ２１７件／年 

（達成状況とその評価） 

  公民館、博物館、市民会館等の市の公共文化施設の事業件

数は、目標に達していない。今後も、創意と工夫をこらして、

また、地域の特色を生かしながら、文化事業の充実を図って

いく必要がある。 


